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自転車安全利用促進計画について 

 

計画策定の背景 

１．自転車安全利用促進計画 

①計画策定の経緯 

・平成 24 年（2012）11 月、国土交通省道路局と警視庁交通局が「安全で快適な自転車 

利用環境創出ガイドライン」を作成。自転車ネットワーク計画の作成や安全な自転車通行空

間の整備などの考え方が示されました。 

・平成 29 年（2017）5 月、自転車安全利用を促進するため、「自転車活用推進法」（平成 28

年法律第 113 号）が施行され、その基本理念に基づき平成 30 年（2018）年 6 月に「自転車

活用推進計画」が閣議決定されました。自転車活用推進法第 10 条及び第 11 条においては、

都道府県・市町村（特別区を含む）は、自転車活用推進計画を勘定し、地域の実情に応じた

自転車に活用に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなければならない旨が記されて

います。 

・東京都が平成 31 年（2019）年 3 月に「東京都自転車活用推進計画」を策定。 

・国立市においても令和元年（2019）11 月に「国立市自転車安全利用促進計画」を策定。 

 

②計画期間 

 

 

 

 

令和 2（2020）年度～7（2025）年度   令和 8（2026）年度～17（2035）年度 

 

第１期においては、関連計画の「国立市交通安全計画」の最終年度と合わせ６年間の計画期

間とし、令和７年度を計画の終期としています。 

 

③計画の目的 

『子どもから高齢者まで、だれもが安全で安心して自転車利用ができる環境整備』 

ハード面の指標：自転車通行環境整備の目標値（整備距離）を設定。 

ソフト面の指標：自転車事故の削減を目指し目標値（自転車乗車中事故者数）を設定。 

 

中間見直し（5 か年） 

第Ⅰ期（6 か年） 第Ⅱ期（10 か年） 



2．国立市自転車駐車場整備計画 

①策定の経緯 

・国立駅・谷保駅・矢川駅周辺における放置自転車が歩行環境に影響を与え、自転車駐車場

の定期利用希望者において 800 人を超えるキャンセル待ちが生じていた状況から、国立市

地域公共交通計画等の上位計画に基づき、平成 27 年（2015）３月、国立市自転車駐車場整

備計画を策定しました。 

 

②計画期間 

対象期間は概ね 10 年と定め、令和７年（2025）が終期となります。 

 

 

 

平成 28 年（2016）年度～令和 7（2025）年度  令和 8（2026）年度～17（2035）年度 

 

③計画の目的 

国立駅、谷保駅、矢川駅の各駅周辺（駅から概ね半径 500ｍ以内）を対象とし、自転車駐車

場利用希望者数に対する十分な台数の自転車駐車場整備、自転車駐車空間の確保による放

置自転車の削減。 

自転車安全利用促進計画の 

一部と位置づけ改定 


